
亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  令和７年３月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第１５号 

 

亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（平成１７年亀山市規則第５０号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （氏名又は住所の変更届等）  （氏名又は住所の変更届等） 

第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

（亀山市災害弔慰金等支給審査委員会

の委員長及び副委員長） 

 

第１８条 条例第１６条第１項の亀山市

災害弔慰金等支給審査委員会（以下

「委員会」という。）に、委員長及び

副委員長各１人を置き、委員の互選に

より定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を

代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員

［条を加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 



長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

（委員会の会議） 

第２０条 委員会の会議は、委員長が招

集し、議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しな

ければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、会議に出席した委 

員の過半数で決し、可否同数のときは、 

議長の決するところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるとき

は、委員以外の者を会議に出席させて

意見を聴き、又は資料の提出を求める

ことができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、委員会

の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

 （委員会の所掌事務） 

第２１条 委員会は、市長の諮問に応じ、 

次に掲げる事項を調査審議する。 

（１）災害弔慰金及び災害障害見舞金の

支給に係る事実と災害との因果関係

に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、災害弔

慰金及び災害障害見舞金の支給に関

し必要な事項に関すること。 

 （委員会の庶務） 

第２２条 委員会の庶務は、地域福祉課

において処理する。 

 

 

 

［条を加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［条を加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［条を加える。］ 

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/section/reiki/reiki_honbun/g322RG00001268.html#e000000021


 （その他） 

第２３条 ［略］ 

 （その他） 

第１８条 ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


